
 

鳥取県選挙管理委員会告示第43号 

次の政治団体は、政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定に基づき、平成23年４月１日以

後政治活動（選挙運動を含む。）のために、寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同

条第３項の規定により告示する。 

 

  平成23年４月19日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子 

 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 

あらいひでゆき後援会 荒井 秀行 荒井 恵子 境港市竹内町1314 

井上信一郎後援会 井川 敏昭 川口美記也 東伯郡北栄町由良宿583－１ 

尾沢三夫後援会 尾沢  昇 尾沢 聡己 米子市西福原八丁目１－50 

下田としお後援会 井上 雅紀 田渕  修 八頭郡八頭町郡家75－10 

杉根修後援会 西山 義治 上口 俊一 倉吉市下米積266 

十四風会 徳岡 靖夫 山田 泰親 東伯郡湯梨浜町大字長江705 

谷本正敏後援会 澤田喜久夫 木下 晴正 八頭郡八頭町米岡106－５ 

町民の声を届ける南部町住民の会 足羽  昇 坪倉 嘉昶 西伯郡南部町馬場210 

中田明後援会 中田  一 中田  一 八頭郡八頭町久能寺476－７ 

西川のりお後援会 平尾  稔 西川 幸恵 八頭郡智頭町大字市瀬403 

藤井克孝後援会 藤井 克孝 藤井 純子 東伯郡三朝町大字下西谷215－２ 

真壁容子後援会 岩田  操 田淵 三人 西伯郡南部町馬場226 

森川としひで会 森川 敏秀 堀口 義夫 米子市淀江町小波925－７ 

憂国青年連盟 清水 章夫 清水 章夫 倉吉市福庭町一丁目387 

 




